
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則
（

県

例

規

集

登

載

）

目

次

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

漁

業

の

操

業

禁

止

の

指

示

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

【

規

則

】

○

岡

山

県

農

林

水

産

総

合

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

農

政

企

画

課

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

沿

岸

漁

業

改

善

資

金

貸

付

規

則

の

一

部

水

産

課

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

〃

〃

【

人

事

委

員

会

】

○

岡

山

県

が

公

平

委

員

会

の

事

務

を

受

託

し

て

い

人

事

委

員

会

る

地

方

公

共

団

体

の

管

理

職

員

等

の

範

囲

を

定

め

岡

山

県

公

報

令和４年６月２１日 第１２４０６号



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
八
号

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

、

、

第
四
十
七
条
第
一
項
中

も
の
と
す
る

を

こ
と
が
で
き
る

に
改
め

同
条
中
第
二
項
を
削
り

第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
九
号

岡
山
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
」
に

「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
に

、

次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

福
島
県
内
に
事
業
拠
点
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
次

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

）
の
影
響
に
伴
う
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

。

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
の
地
方

公
共
団
体
の
長
に
対
す
る
指
示
に
よ
り
出
荷
制
限
が
行
わ
れ
、
本
格
的
な
操
業
の
再
開
に
支
障
を

来
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
茨
城
県
内
に
事
業
拠
点
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
の
影
響

に
よ
り
、
操
業
又
は
輸
出
に
支
障
を
来
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三

岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
及
び
茨
城
県
内
に
事
業
拠
点
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災

害
の
影
響
に
よ
り
、
水
産
加
工
品
の
製
造
又
は
販
売
に
支
障
を
来
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

四

そ
の
他
前
三
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
認
め
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
四
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

和

気

町

和
気
町
役
場
佐
伯
庁
舎

令
和
四
年

一
〇:

三
〇
～

八
月
一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

和
気
町
役
場

〃

二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
二
九
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

勝
田
郡
勝
央
町
平
字
長
良
一
二
〇
五
―
一
、
一
二
〇
五
―
二
、
一
二
〇
七
―
一
、
一
二
〇
八
―
一
、 

一
二
〇
八
―
二
、
一
二
一
〇
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

津
山
市
大
篠
六
三
三
―
九 

株
式
会
社
峰
南 

代
表
取
締
役 

早
瀬 

規
恭 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
二
号 

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
三
〇
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
溝
口
字
西
田
一
四
一
―
一
、
字
土
野
一
六
〇
―
二
、
一
六
一
―
二
、
一
六
一
―
三
、
字
西

田
一
四
一
―
一
地
先
道
路
、
字
土
野
一
六
〇
―
二
地
先
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
笹
沖
一
〇
三
五
―
一 

株
式
会
社
岡
住 

代
表
取
締
役 

赤
枝 
孝
士 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
〇
号 

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
三
〇
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
秦
字
大
前
三
三
〇
四
―
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
連
島
町
鶴
新
田
三
四
七
―
一
ク
レ
イ
ン
ア
ー
ト
Ａ
棟
一
〇
一 

加
藤 

伸
幸 

加
藤 

 

渚 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
六
〇
号 

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
三
〇
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
西
田
二
〇
〇
―
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
辰
巳
一
六
―
一
〇
一
サ
ン
ガ
ー
デ
ン
辰
巳
Ａ
一
〇
二 

藤
森 

祐
輝 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
六
〇
号 

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
三
〇
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
西
田
二
〇
〇
―
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
上
富
井
二
三
四
―
一
エ
ル
フ
ト
ゥ
ー
ロ
Ａ
二
〇
三
号 

大
塚 

貴
裕 

大
塚 

陽
夏 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
六
一
号 

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
三
〇
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

勝
田
郡
勝
央
町
平
字
長
良
一
二
〇
五
―
一
、
一
二
〇
五
―
二
、
一
二
〇
七
―
一
、
一
二
〇
八
―
一
、 

一
二
〇
八
―
二
、
一
二
一
〇
―
一 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

緑
地 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

津
山
市
大
篠
六
三
三
―
九 

株
式
会
社
峰
南 

代
表
取
締
役 

早
瀬 

規
恭 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
二
号 

令和４年６月２１日　岡山県公報　第１２４０６号



〔
三
〇
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
溝
口
字
西
田
一
四
一
―
一
、
字
土
野
一
六
〇
―
二
、
一
六
一
―
二
、
一
六
一
―
三
、
字
西

田
一
四
一
―
一
地
先
道
路
、
字
土
野
一
六
〇
―
二
地
先
水
路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
笹
沖
一
〇
三
五
―
一 

株
式
会
社
岡
住 

代
表
取
締
役 

赤
枝 

孝
士 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
〇
号 
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

岡
山
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

秋

山

義

信

岡
山
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
総
社
市
の
部
教
育
委
員
会
の
項
中
「
教
育
総
務
課
総
務
係
長
」
を
「
教
育
総
務
課
総
務
係
長

主
査
（
総
務
係
に
属
す
る
者
に
限
る

」
に
改
め
、
同
表
高
梁
市
の
部
市
長
部
局
の
項
中
「
管
財
係

。
）

長

行
政
係
長
」
を
「
財
産
活
用
係
長

行
政
統
計
係
長
」
に

「
副
院
長
」
を
「
副
院
長

医
療
技

、

監
」
に

「
看
護
師
長
」
を
「
薬
局
長

看
護
師
長
」
に
、

、

「

鶴

寿

荘

所
長

所
長
代
理

副
所
長

保

育

園

園
長

副
園
長

を

認

定

こ

ど

も

園

園
長

副
園
長

」

「

鶴

寿

荘

所
長

所
長
代
理

副
所
長

に
改
め
、

」

同
部
教
育
委
員
会
の
項
中
「
課
長
代
理
」
を
「
課
長
代
理

参
事
」
に
、

「

幼

稚

園

園
長

教
頭

を
」

「

保

育

園

園
長

副
園
長

認

定

こ

ど

も

園

園
長

副
園
長

に
改
め
、
同
表
備
前

幼

稚

園

園
長

教
頭

」

市
の
部
教
育
委
員
会
の
項
中
「
教
育
部
長
」
を
「
部
長
」
に
改
め
、
同
表
瀬
戸
内
市
の
部
市
長
部
局
の

項
中
「
総
務
課
行
政
係
及
び
職
員
係
」
を
「
総
務
課
」
に

「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に

「
副
院
長
」

、

、

を
「
参
与

副
院
長
」
に
、

「

保

育

園

・

こ

ど

も

園

園
長

を
」

「

保

育

園

・

こ

ど

も

園

園
長

に
改
め
、

博

物

館

館
長

」
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「

」

「

」

同
表
真
庭
市
の
部
市
長
部
局
の
項
中

次
長

危
機
管
理
監

を

危
機
管
理
監

産
業
政
策
統
括
監

、「

」

「

」

、

「

」

に

振
興
局
長

次
長

を

振
興
局
長

に
改
め

同
部
教
育
委
員
会
の
項
中

統
括
監

課
長

を
「
課
長

室
長
」
に

「
主
任
（
教
育
総
務
課
に
属
す
る
者
で
人
事
又
は
給
与
の
事
務
を
行
う
も
の

、

。
）
」

「

（

。
）

に
限
る

を

主
任

教
育
総
務
課
に
属
す
る
者
で
人
事
又
は
給
与
の
事
務
を
行
う
も
の
に
限
る

上
級
主
事
（
教
育
総
務
課
に
属
す
る
者
で
人
事
又
は
給
与
の
事
務
を
行
う
も
の
に
限
る

」
に
改

。
）

め
、
同
表
浅
口
市
の
部
市
長
部
局
の
項
中
「

市
長
の
秘
書
業
務
を
主
務
と
す
る
者
に
限
る

」
を
削

（

。
）

り
、
同
表
和
気
北
部
衛
生
施
設
組
合
の
部
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長

事
務
局
長

補
佐
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
令
和
四
年
度
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
の

操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

禁
止
す
る
漁
業
の
種
類

あ
み
押
網
漁
業
（
た
だ
し
、
押
網
を
船
首
に
装
備
す
る
通
称
ガ
ッ
チ
ャ
ン
を
対
象
漁
法
と
し
、
三

角
の
押
網
を
船
側
に
装
備
し
て
行
う
漁
法
を
除
く

）
。

二

禁
止
区
域

１

児
島
湾

２

水
門
湾

岡
山
市
東
区
西
幸
西
の
テ
イ
カ
株
式
会
社
の
波
止
突
端
か
ら
岡
山
市
東
区
正
儀
の
か
ん
す
波
止

の
突
端
見
通
し
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
面

３

吉
井
川

岡
山
市
東
区
九
蟠
の
東
防
波
堤
突
端
の
赤
灯
台
か
ら
岡
山
市
東
区
西
幸
西
の
外
波
崎
突
端
見
通

し
線
以
北
の
吉
井
川
水
面

４

旭
川

岡
山
市
中
区
江
並
の
三
蟠
港
北
防
波
堤
基
部
か
ら
岡
山
市
南
区
海
岸
通
の
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
岡
山
株
式
会
社
南
東
端
見
通
し
線
以
北
の
旭
川
水
面

三

禁
止
期
間

毎
年
一
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
日
ま
で
（
二
の
禁
止
区
域
の
う
ち
２
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
区
域

に
あ
っ
て
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
）

四

適
用
除
外

こ
の
指
示
は
、
試
験
研
究
、
教
育
実
習
又
は
増
養
殖
用
の
種
苗
（
種
卵
を
含
む

）
の
供
給
（
自

。

給
を
含
む

（
以
下
「
試
験
研
究
等
」
と
い
う

）
の
た
め
の
水
産
動
物
の
採
捕
に
つ
い
て
当
委
員

。
）

。

会
に
届
け
出
た
者
が
行
う
試
験
研
究
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

五

指
示
の
有
効
期
間

令
和
四
年
八
月
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
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